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は じ め に

東ドイツ（ドイツ民主共和国）は「冷戦の産物」といわれる（1）。占領期に，

「ソ連から中央統制経済と政治独裁を押しつけられた人工国家」（2）には，国家

的にも政治的にも生来の正統性はなかった。この国家は建国 40年後の 1989

年に崩壊するが，本論で扱うホーネッカー前期とは，ワルター・ウルブリヒト

に代って，エーリッヒ・ホーネッカーが最高指導者として登場する 1971年か

ら，東ドイツ経済が奈落の底に転げ落ちはじめる 1981/82年までをいう。

ウルブリヒト政権末期には，経済の歪が顕著となり，生活水準の向上は頭打

ちを呈した。そのうえ，1968年「プラハの春」へのワルシャワ条約機構諸国

の軍事介入が，国民の間に動揺を生み，政治全体も不安定になっていた。この

ような状況を一掃すべく，ホーネッカーが「経済政策と社会政策の統一」を掲

げて，「国民生活優先の方針」を打ちだした（3）ことは的を射たものであったと

いえよう。現にその後ホーネッカーは一定の成果をあげていく。外交面では，

1972年両独基本条約締結，1973年国連加盟，1975年全欧州安全保障ヘルシ

ンキ宣言署名によって，「主権国家としてのゆるぎない国際的地位」を獲得し

た（4）。同時に内政面では，消費物資の供給，住宅建設の増加，賃金や社会保

障給付の引き上げを通じて，「社会安定路線を市民に理解させる」ことに成功

した（5）。さらに東ドイツは，国家再建の不利な環境条件や進路変更を克服し

て，1984年には「社会主義ブロックで最高の世界第 12位経済国」に躍進す

２２４



る（6）。このような観点に立てば，70年代の国家体制は，それ以前に比べて，

相対的に安定していたとみていいだろう。政治構造はかなり効率よく機能し，

経済や国内社会政策は警鐘より希望の根拠を与えたようにもみえる。しかしそ

の反面，東ドイツの「公的空間」が国家・党の厳しい規制・操縦をうけたこと

も，「今日の共通認識」となっている（7）。あらゆる生活領域の全面的政治化を

要求する体制側の公然の意志に対して，市民大半は「抵抗でなく，従順」をき

めこんだ（8）。これが「政治的無関心」を生み（9），「業績，所得，蓄財の均一な

社会」をつくる要因になった（10）のを見逃すことはできない。ただ当然ながら，

市民の従順な姿勢を根拠に，東ドイツが「格差のない社会」であったと一概に

いいきることはできないであろう。体制側のうわべだけの統制・指導を挙げ

て，「日常生活には個人の行動の余地が存在した」と冷静にみる論も多い（11）。

1974年から 81年にかけて，東ベルリンに滞在した西ドイツ「常設代表部

代表」（Ständiger Vertreter）のギュンター・ガウスは，国家指導者，教会関

係者，芸術家，一般市民との交流を重ねつつ，エルベとオーデルの間を旅して

まわり，発見や体験を『ドイツはいずこ』として著した（12）。著書の中で彼は，

人々が政治的あるいは公的なものから「私的空間」に逃避して，本音の生活を

おくる社会状況を，ユニークな「壁がん社会」（Nischengesellschaft）の用語

で西側に紹介している。「壁がん」はもともと教会建築などに見られる立像や

花を置く壁の窪みのことであり，「壁がん社会」とは市民が夫々の「壁がん」

に退き，私的な行動に偏って生活する社会をいう。東ドイツ崩壊後に，この概

念は研究者多くの触れるところとなったが，その考察は不十分なままである。

社会主義政治文化になじまぬ現実逃避の巣穴と見られた「壁がん」を，体制が

なぜ容認したのか，先行研究は明らかにしていない。

70年代の東ドイツ市民生活を伝える史料が乏しいなか，ガウスの概念は，

「私的空間」を「住民と体制の一種の和解形態」（13），「公的活動を避ける生活ス

タイル」（14），「西側の競争社会にない連帯感が存在するところ」（15）と理解する

ことで，追認されてきた。ところが 2001年に，かつてフンボルト大学を政治

的理由で退学となり，ヴェンデ最中に現代史の改革運動を始めたシュテファン
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・ヴォレが，『無傷の独裁社会 東ドイツの日常と支配 1971−1989』を著し

た（16）ことで，風向きが変わる。ヴォレは東ドイツをジョージ・オーエルが描

いた『1984』の「アンチユートピア」（Anti-Utopie）（W : 34−35）そのもの

と断罪してみせたのである。

本論はガウスとヴォレの対立描写を整合するために，ガウス「壁がん社会」

の本質を明らかにしたうえで，「私的空間」を「公的空間」の対立極でなく，

重なり合う（絡み合う）空間と観る端緒を探り，東ドイツ「私的空間」の具体

的考察につなげようとするものである。

1．浸透する「監視・不足」

東ドイツは建国以来 1989年 5月の地方選挙まで，民主的正統化の手段を欠

いてきた。市民の体制支持を獲得することに，絶えず不安のあった社会主義統

一党（SED＝Sozialistische Einheitspartei Deutschlands）指導部は，市民

の抑圧によってこれを支える必要に迫られた。執行権限をもつ秘密警察「国家

保安省」（略称シュタージ＝Ministerium für Staatssicherheit）はそのための

機関に他ならない（17）。第三帝国のゲシュタポより，「人口割合にしてはるかに

多くの非公式情報提供者（IM＝Inoffizieller Mitarbeiter）を擁する」巨大な

抑圧・監視機構が築きあげられた（18）。シュタージは，「ドイツ人民警察（Deut-

sche Volkspolizei）の第 5警察署 K 5（Kommissariat 5）から 1950年に独立

した」もの（19）で，ベルリンにその本部をおき，「14の県行政機関（Bezirksver-

waltungen）と 217の郡官庁・販売所官庁（Kreis- und Objektdienststellen）

を管轄する」任務を与えられた（20）。SED は規模を拡大させたシュタージを，

1969年の国家保安省規約によって，閣僚評議会の一機関と位置づける。ここ

で明確に「国家の安全と防衛を保障する責務」が定められた（21）わけである。

1976年に発令されたシュタージ中央指令には，体制反対派への人格解体措

置（Operative Maßnahme）について，「工作を受ける人間の平穏，声望，社

会的威信を体系的に失墜させ，個人的弱みを利用・深化させる」という一文が
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挟まれていた（22）。その活動の「非情さ」を，シュタージの手引書が強調して

いる。「嫌悪や回避で満足してはならない。敵に対する憎悪は斟酌の余地がな

いシュタージの基盤である」（23）と。18才になるまで，シュタージの存在を知

らなかったと主張する者でさえ，「日常生活の中で，監視される不安が消える

ことはなかった」とその恐怖を語る（24）。たとえ偶然にせよ，不安が現実とな

って，身の危険につながることを実感していたのであろうか。「西ドイツ移住

を申請した若者が監視下におかれた後，仕事を失い，悪名高い刑務所バウツェ

ンの囚人にされた」事例（25）はこのことを明らかにするかもしれない。シュタ

ージ活動は監視される側だけでなく，監視する側も恐怖を感じたようである。

「自分の言葉や認識が，人々を困難に直面させることの精神的苦痛を訴えた」IM

の事例（26）は，何よりの証拠であろう。体制の「非情さ」の究極は，1974年の

国防評議会で，「ホーネッカーが越境逃亡者を銃で撃つよう明確に指令した」

ことに見られる（27）。

ナチ支配の痕跡を一掃し，新たな社会の構築を図るために，シュタージは

「市民生活すべての局面の観察・調査・記録と自らの影響・管理」を徹底的に

追及した（28）。「伝説的なプロイセンの効率でもって，収集・集中管理されたシ

ュタージ記録」が東ドイツ崩壊後に公開されるようになった（29）。これらの記

録をごく大雑把に調査するだけで，これまでの想像より，ずっと凄まじい体制

犯罪の存在が暴かれている（30）。

東ドイツは「現実に存在する社会主義」の下で，最も消費水準の高い国とい

われる一方，一貫して「不足の社会」（Mangelgesellschaft）が続いた（31）。そ

れは単に物が不足するだけではなく，商品の品質の悪さや選択の乏しさも意味

する。市民の自由選挙による委託という正統性をもたぬ SED 体制は，経済業

績の改善を通して，彼らの国家帰属意識を高めなければならなかった。体制側

が市民の物質的な生活条件を改善する，あるいは消費生活の向上を図る限りに

おいて，市民の側も体制に忠誠を誓い，その存続を容認する一種の「社会契

約」ができたといえよう。消費生活重視政策の典型の一つが，必需食品のバタ

ーの価格にみられる。「1948年の国営店価格 130マルク／kg が，1958年に
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は 10マルク／kg に固定され，1990年まで変わることなく維持された。10マ

ルク／kg とは，既に 1958年時点で製造原価を下回る」（32）ものであり，国は

製造・輸送・販売コストにもならない価格で，供給していたことになる。そこ

にみえるのは，需給関係でなく，国家の補助をもとに予め設定した安定価格で

供給される姿である。背後に市民を体制に繋ぎとめようとする SED の意図が

うかがえよう。

東ドイツでは国家成立以来，消費物資の需要が供給を上回る状況は，ついに

解消されることがなかった（33）。一般に，社会主義計画経済の下で物不足が生

じるのは，生産と消費の矛盾によるところが大きい。言い換えれば，「計画的

生産で消費をコントロールできると考える，計画経済の根底にある想定と人々

の欲求との矛盾」（34）である。この矛盾のゆえに，販売店に不要な商品が大量に

在庫される一方，人々が必要とする物が存在しないとか，少ししか手に入らな

いといった状況が現れるのである。

日常生活必需物資に関わる不正の横行も，物不足の現実を物語る。1980年

にベルリンの SED 郡指導部書記は，日刊新聞の公式広告を調査し，国営商業

施設幹部による横領品の販売や税関規定に違反した輸入品の転売など，1週間

で 1320件の犯罪行為を摘発している（35）。

監視と不足は日常生活の隅々にまで浸透していたと理解して良いだろう。

2．「公的空間」から逃れて「私的空間」へ

SED 国家体制を支えた「公的空間」は，高度に組織化された社会であった。

東西冷戦の最前線で成立した東ドイツが，国家を維持する体制づくりのため

に，1600万余の市民を政党や大衆組織の網の目に組み込んだ事実は否定でき

ない。SED は 1968年憲法が謳う「指導性の原理」を盾にして（36），政府機

関，軍，警察，裁判所，メディア，企業，大衆組織を独占することにこだわり

続けた。また，「あらゆる階級の利害を一つの全体思想にまとめあげる」のに，

「国家，社会，文化組織の中枢に党員を配置し，夫々の党組織を活用する」階
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統的な人事政策が重要な役割を果した（37）。SED は全社会的な目標設定とその

実現のための計画作成を行ない，これを全市民に周知させ，社会のあらゆる組

織を使って執行・統制していったといえるだろう。「均質性原理」（Ein-

heitlichkeit）のもとに，すべての教育段階を統合し，国家の政治的社会主義

化が図られるのは必然の流れであった。文化関連の各省，高等技術学校，そし

て 1967年からは科学文化省が積極的に，この社会主義化を推進していく。体

制信奉の精神を育む政治イデオロギー教育，特に歴史，地理，「郷土教育」（Hei-

matkunde）が若い市民の陶冶の本質的な軸をなしていた。さらに，体制の目

標達成を促進するために，「従業員アカデミー」（Akademiemitglied）の成人

教育が活用された（38）。

他方では，体制の思惑とは別に人々は，家庭，教会，仲間集団などの領域

で，SED の公式見解と異なる情報を得ることができた。さらに西側テレビや

西ドイツの親戚から，付加的な情報源の提供もあった。そこから，彼らは体制

の誇張表現が現実と一致しないことを理解するようになる。巧く注意を逃れる

必要を感じた時には，公式の言葉を使う「偽りの表現儀式」に慣れるようにな

った。「適合させる」こと，「繕う」こと，公的には表立って反対せず，「私的

な場合にのみ本音の感情を留保する」ことを学んだのである。抑圧体制のもと

での行動は，「巧く注意を逸らす」ことが第一義であった。そこから行き着く

ところが「二重文化，二本走路の生活」（39）と呼ばれようとも，人々は「私的空

間」へ逃避することを選んだ。

現実逃避的で自由な「私的空間」の存在は，社会主義国家が奉じる公式政治

文化の原則と，ほとんど相容れないものであったに違いない。にもかかわら

ず，SED 指導部がそれを容認したのは，一党体制合意の前提条件であったか

らである。「私的空間」への非政治的な退却が容認される限り，後見国家の要

求した義務と行動が形式的に履行されたのは，驚くべきことではない。人々は

国家劇場の国家劇「東ドイツ社会主義社会の発展」に，主役の SED 指導者と

ともに出演した。国家から脇役を強制された国民俳優として，彼らは労働条件

に少しでも役立つ資格を得るために，見せかけの行動力と積極性を演じてみせ
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た（40）。なにより選択肢がほとんどないなかで，SED に対し敵対的になるより

も，仲良くやっていかねばならなかったことは理解できるだろう。その反面，

東ドイツの一部のウオッチャーが指摘するように，政治や「公的空間」からの

退却は，個人の責務からの撤退にもつながった。「現実に存在する社会主義」

の抑圧体制は「人々を大人の責務のない永遠の幼児にとどめ，従属と社会的順

応主義の状況におとしめた」（41）のである。

3．ギュンター・ガウスが描く

「私的空間」──「壁がん社会」──の本質

西ドイツの実質的な大使として，70年代の東ドイツ社会を内部から観察し

たガウスは，「壁がん社会」の快適な生活をみて，「典型的なドイツ人」を心に

留めるが，別のところでは「あまりの無知」や「偏狭さと庶民性」の雰囲気も

感じている（42）。確かに彼は，「各地で目にする物不足やモルタル壁が砕けた地

方の老朽住宅」（G : 171−173）を指摘しているし，「怠慢，不正，賄賂，小さ

な犯罪」（G : 167−168）が染みついていることを否定しない。それでも，「自

然と調和した牧歌的な風情のある生活」（G : 160），西ドイツ人が失くした

「家族・隣人・職場仲間らが助けあう魅力的な生活」（G : 161−165）を強調し

てやむことはない。東ドイツの地に入りこむほど，「年配のドイツ人に馴染み

の小都市や村道・国道が重奏する，紛れもないドイツの特色が郷愁を掻きたて

る」（G : 173）とまで語る。これに対してヴォレは，東ドイツの日常生活の

なかに「牧歌的雰囲気の不在」（W : 129−132），「酷い不正の現実」（W : 356

−359），「全体主義的支配の姿」（W : 252−254）をみて，ガウスの描写にこと

ごとく厳しい批判を向ける。

では，ガウスの描く東ドイツ「私的空間」──「壁がん社会」──の本質は

どこにあるのだろうか。「牧歌的風情」と「全体主義的支配」，この矛盾を解く

鍵をガウスはこう暗示する，「壁がん住民は国家との暗黙の合意によって，ど

うすればいいかをはっきりと心得ているから，煩わされることはない。」と
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（G : 168）。「壁がん」住民は「やっていいことといけないこと，喋っていい

ことといけないこと，行ってもいいところといけないところ，これをはっきり

認識していた」と理解できよう。彼らは体制が許さぬある「一線」を踏み越え

ない限り，「何も怯えることなく，本音の自由な生活ができた」，と解釈した

い。ある「一線」を踏み越えないから，「壁がん」は「優れた生活形態であり」

（G : 161），「いやな奴も含め，すべての人々が良き人間になり」（G : 160），

「困難な生活状況が話題になることはなく」（G : 163），「監視の圧力もなかっ

た」（G : 169−170）とガウスが見たのもけっして驚くべきことではない。

体制が踏み越えることを許さぬ「一線」は，その明確な意志と結びついてい

る。シュタージが人物統制作戦（Operative Personenkontrolle）を発動する

事例（43）や，ヨアヒム・ガウクの「シュタージファイル」（Stasi-Akten）調

査（44）に基づくならば，東ドイツの人間が西側の反社会主義的人間と接触し，

国内に政治的反体制グループを成立させることを，体制は絶対に許さなかった

に違いない。SED の秘中の秘である「シュタージファイル」がベルリンの壁

陥落以前に，市民の目に触れることはありえなかったにせよ，そこから体制の

明確な意志が伝わってくる。明確な意志は DDR 法からも読みとることができ

るだろう。1968年憲法第 1条は「ドイツ民主共和国は共に社会主義を実現せ

んとする都市と農村の勤労者の政治組織」（45），青年法第 1条は「社会主義の成

果を防衛することは青年の名誉ある義務」（46），そして憲法 27条は「総ての市

民は，本憲法の諸原則に従って，意見を自由かつ公然と表明する権利を有す

る」（47）と謳う。何人にも意見を自由に表明する権利は認められていたが，東ド

イツの国是は社会主義であり，あくまで社会主義がすべての前提であった。ま

た幼稚園に始まり，義務教育，ピオニール団，自由ドイツ青年団（FDJ＝Freie

Deutsche Jugend）などでは，社会主義国民意識が幾度も繰り返して植えつけ

られた。東ドイツのイデオロギー教育は国家・党が期待した社会主義的人間を

つくることに成功しなかったという論がある（48）。しかし市民は確信的社会主

義人間にならないまでも，社会主義以外の選択肢はないことを充分に知りえた

はずである。
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テン・ダイクがヴェンデの後に，ドレスデン市民から得た記憶（49）をみてみ

よう。一方では，「西側への越境を試みて現実に処罰をうけた者や，移住申請

後にシュタージの監視をはっきりと感じた者」がいる（50）。体制の明確な意志

に抵触したからであろう。他方では，「政治的儀式や社会主義活動への消極的

態度，息子のピオニール入団拒否などでは実害を感じなかったと証言する者」

がいる（51）。これらの行為は必ずしも反体制的ではないまでも，東ドイツの社

会主義に背を向けるものであり，ガウクが行なった「シュタージファイル」分

析からみて，本人が気づかない形の監視があったことは排除できない。このよ

うな記憶も然る事ながら，ここで注目すべきは，インタヴューされた人の中

に，「逃げだしたくなるほどの，堪えがたい生活は全くなかった」記憶が広が

っている（52）ことである。本当になかったのか，あったとしたらなぜなかった

と記憶するのか。ある教師がこのことに適確に答えている。「やっていいこと

といけないこと，喋っていいことといけないこと，行ってもいいところといけ

ないところを区別する限り，何人も妨害をうけたり，トラブルに巻きこまれた

り，不意にギョッとさせられることはない。」（53）と。これはガウス「壁がん社

会」の本質と一致する。この本質こそ，「壁がん」住民が何らかの行動を起こ

す際の，「無意識の縛り」であったと解釈したい。「私的空間」に逃避した住民

には，体制が越えることを許さぬ「一線」が「無意識の縛り」として恐らく存

在したであろう。「一線」とは憲法第 1条が謳う，「共に実現せんとする社会

主義」のために堅持しなければならない「SED 体制の安全」ではなかったろ

うか。「一線」の内側であるならば，体制への不満・批判を「公」に向けて発

信しても，体制は寛容であったに違いない。ガウスの「壁がん社会」は「一

線」の内側，ヴォレの「全体主義的支配」は「一線」の外側を描写したものと

みれば矛盾はない。

4．重層領域的解釈の仮説

ガウスの「壁がん社会」論は，東ドイツ特有の日常生活形態について，早い
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段階から指摘したことに大きな価値がある。しかしながらガウスは，その複雑

な特徴については何も明らかにしていない。日常生活の紛争と安定にとって，

決定的要因である和解・妥協を見過ごしている。関係当局やテレビ局への請願

・陳情書あるいはシュタージへの密告さえも手段に用いて，体制側の意向を確

かめようとした住民の試みは考慮に入れられていない（54）。「公的空間」から

「私的空間」への逃避は，エルメール・ハンキスが「東欧の第二社会論」（55）で

用いた同質対分化，中央化対非中央化，政治支配対社会経済支配，イデオロギ

ー対非イデオロギーのように，両空間を二つの対立極と見せやすい。それでも

人間集団が，両空間で明瞭に区別されることはない。両空間は異なる組織原理

に支配される二つの社会存在の範囲に過ぎないのであって，人々は両方の範囲

に属して日常生活を営むはずである。両空間を対立極でなく，重なりあう，相

互に絡みあうものと見なければならないだろう。

ガウスの「壁がん」描写の核心部に，「私的空間」の鍵が見える。「壁がんは

社会主義の外部でなく，内部に存在する。そこは支配教義の制約が存在しない

領域であるが，抵抗の拠点でもない。私への退却が党・国家の要求・許可した

契約に委ねられる限り，壁がん住民には既に言及した習慣が宿る。」（G : 156

−157）。ここで「既に言及した習慣」について，ガウスは具体的に示していな

いが，「無意識の縛り」，即ち体制が越えることを許さぬ「一線」とみていいだ

ろう。住民が「一線」を守るなら，体制は「壁がん」の存続を暗黙裡に認める

というものである。ここからは体制側の真意は見えてこないが，そこをヴォル

フガング・ベルゲムが突く。「現実逃避的な壁がんの存在は，社会主義国家の

公式政治文化の指導原理とほとんど相容れないものであった。にもかかわら

ず，この時のホーネッカーと実利的な国家・党指導部は，非政治的壁がんの存

続を排撃するどころか歓迎した。」（56）と。「壁がん」に対する体制側の姿勢を消

極的容認と捉えるガウスに対して，これを体制側の積極的歓迎と捉える解釈の

一端がうかがえるのである。このように見れば，「公的空間」と「私的空間」

の重層構造についての視界が広がる。筆者は重層構造を明らかにするため，ガ

ウスの「壁がん」に，これを厳しく批判したヴォレの視点を包含させ，体制側
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の歓迎姿勢を具体的に取り込む形で，

「「壁がん」は，市民が逃避した空間である，と同時に体制が市民を囲い込

んで懐柔しようとした空間である」

という仮説を設定する。そしてここでは，今後の検証にとって参考となる若干

の知見だけに触れておこうと思う。

「公的空間」と重なる「壁がん」の例に小菜園（Schrebergarten）がある。19

世紀半ばに起源をもつ小菜園は，市民生活の基盤として，東西ドイツ地区で発

展し，1988年の東ベルリンでは所帯の 40％が所有するまでに広がった。そ

の大半が園亭（Laube）を備えていて，「公的空間」から逃避した市民の「レ

ジャーや週末活動の中心」になったとみられている（57）。ガウスは小菜園を，

「収穫期の園亭コロニーの道は，小菜園をもつ特権が与えられた隣人の散歩道

である。菜園の門の脇では，バケツや籠に花，果実，野菜が積まれ，私的な取

引が行なわれる。菜園の持主が国に寄付した果物や野菜のことは，［党から］

西部ドイツメディアと東［ドイツ］の人々に披露される。」（G : 162−163）と

描写する。小菜園「壁がん」を「公」の影響が及ばぬ「牧歌的空間」と捉える

一方，その所有に特権が関与することや収穫農産物を国に寄付することにも触

れている。寄付の数量について，国との間あるいは住民内部でのやりとりは，

いつも麗しい善意だけのものだったろうか，紛争がありえたのではなかろう

か。自由に本音の生活がおくれたはずの小菜園「壁がん」に，体制が関わって

いた観は拭えない。

「社会の再生産強化」（58）のために，国家が人財を含むあらゆる社会資源の徹

底的な利用を始めて以来，家庭は人々に活力をもたらす休息の場を与えてき

た。ガウスが最も基本的な「壁がん」と呼ぶ家庭では，楽しい団欒に加えて，

西側ラジオ・テレビの盗聴が行なわれた。東ドイツテレビ番組アクチュエレカ

メラ（Aktuelle Kamera）のニュースには，政治的メッセージが氾濫し，現実

との乖離が大きいことに嫌気をさした住民は，西側テレビを注視した（59）。西

側テレビの視聴は公式には禁止されたが，党・国家はこれを阻止する手段を確

立できず，1988年には盗聴が恒常化するまでになった（W : 106−107）。住
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民のなかには，「毎晩観る西側テレビニュース番組の［周波数の］指標として

使った時計［の針の位置］を，翌日の学校で先生は子どもに書かせた。」と回

顧する人がいる（60）。家庭さえも安心できる存在ではなかったのだろうか。こ

の限りでは，教師が生徒を誘導して親の「西側テレビ」盗聴を調べ，シュター

ジへの密告に利用することはありえたのである。

仮説とこれらの知見をつなげば，「公的空間」と「壁がん」について図のよ

うな重層構造のイメージがみえてくる。

イメージ図の各要素の大きさは，ここで何ら意味をもたない。住民個々人，

「公的空間」，各種「壁がん」，「生活チャネル」，これらの相関関係だけを示し

ている。すべての「壁がん」は「公的空間」とオーバーラップする。住民は好

きな「壁がん」に自分の意志で加わり，「公的空間」内部に根をおろした「非

合法あるいは半ば合法化した生活チャネル」を利用するという構図である。東

ドイツの「壁がん」住民は必要に応じて，「生活チャネル」をいろいろ開発し

ていった。特有の合法性を発揮する「ビタミン B」（Vitamin B）がいたる所

図 「公的空間」と「壁がん」の重層構造
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に生れた事例は枚挙に遑がない（61）。また「社会主義に，市場要素を組み込ん

だ不足物資の闇市場」が活況を呈したともいわれる（62）。西ドイツ通貨 DM の

裏経済，テレビに代表される西側メディアもこの「チャネル」に該当するだろ

う。敢えて住民に恐れられたシュタージを「チャネル」に含めるのは，住民側

から体制側に向けての橋渡し的な利用を想定したからである。暗黙の合意の範

囲なら，体制と住民の間に対立が生じなかったことはともかく，何よりも「壁

がん」と「壁がん」の繋がりを体制側は絶対に認めなかったであろうというこ

とが重要である。体制は住民を小さな「壁がん」に囲い込み，「一線」を越え

させない範囲で，彼らの「非合法な生活チャネル」さえ認めて懐柔する，それ

が仮説の後半を意味する。

お わ り に

東ドイツは抑圧的な独裁政権の国家に違いなかった。そのために統一ドイツ

の大衆討議では，道徳主義の面から，東ドイツは不正国家，あるいは法の支配

をはるかに越えて活動する国家と簡単に片づけられてきた。東ドイツ崩壊と

「シュタージファイル」公開の結果，友人・隣人に対する密告をとりあげた大

衆向け刊行物の暴露の波が，何らかの手段で権力機構に巻き込まれたすべての

人々の悪魔化を導いた。「犠牲者」が「圧制者」に向き合わされ，善の勢力が

悪の勢力に対峙した。それでも，アルミン・ミッターらは述懐している。「東

ドイツ市民はまったく異なる国で暮らしてきたという印象を時にうける。一方

には抑圧，服従，監視，貧弱な供給，自由に対する無数の制限，くだらぬ誠意

のない SED のプロパガンダ，幼稚園から大学までの［イデオロギー］教育シ

ステムを思い起こす人がいる，他方には仕事の保障，個人福祉，国家保障の託

児所，低家賃，価格 5ペニッヒのロールパンを思い出す人がいる。」（63）と。

東ドイツを黒か白として描写するものの多くは，独裁制を単純に圧制者と犠

牲者，支配者と被支配者のように類別しがちである。東ドイツが結局は，権力

に基礎を置いたということの論争は終っている。この事実の再現よりもはるか
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に興味のもてることは，独裁制がいろいろな手段で人々を仲間に引き入れるの

に成功しただけでなく，生活のすべての領域に効率よく触手を広げるのに失敗

したと認識することである。社会に政治的権力を貫徹させようとする SED

は，社会に足枷をはめねばならなかったが，同時に社会自体がダイナミックに

発展し，近代化することを望むならば，「社会的自立の余地を開放しなければ

ならなかった」（64）のである。

東ドイツの独裁的管理には種々の限界があり，体制と市民の間には相互作用

があった（65）。つまり，社会組織の底辺レベル－工場現場，作業班（Bri-

gade），仲間サークルなど－の小さな世界に限られるにせよ，体制が完全には

管理できない「利害発言が可能な空間」という意味での，東ドイツ「私的空

間」が少なくとも存在した（66）。だとするならば，この「空間」は，体制と市

民間の内々の交渉までも制限されるような「孤島」ではなく，「体制と市民の

非暴力的共存の場」と考えてよいだろう。

本論で提言した「公的空間」と「私的空間」の重層領域的解釈に関する仮説

を検証することについては，いずれ稿を改めて取りあげることにしたい。
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